
全日午後・夜間午前・午後夜間午後午前

施設等区分
9：00～
22:00

13：00～
22：00

9：00～
17:00

18：00～
22：00

13：00～
17：00

9：00～
12:00

139,710109,50079,41060,30049,20030,210
入場料を徴収
しない場合

平日

大ホール
(楽屋付)

209,560164,250119,11090,45073,80045,310
入場料の額が
1,000円未満
の場合

279,430219,010158,820120,61098,40060,420

入場料の額が
1,000円以上
3,000円未満
の場合

349,280273,760198,520150,760123,00075,520
入場料の額が
3,000円以上
の場合

167,530131,35095,17072,36058,99036,180
入場料を徴収
しない場合

土曜日・
日曜日・
休日

251,300197,030142,750108,55088,48054,270
入場料の額が
1,000円未満
の場合

335,080262,720190,350144,730117,99072,360

入場料の額が
1,000円以上
3,000円未満
の場合

418,840328,390237,930180,910147,48090,450
入場料の額が
3,000円以上
の場合

45,72035,93025,90019,82016,1109,790
入場料を徴収
しない場合

平日

小ホール
(楽屋付)

68,58053,90038,85029,73024,17014,680
入場料の額が
1,000円未満
の場合

91,45071,87051,81039,64032,23019,580

入場料の額が
1,000円以上
3,000円未満
の場合

114,31089,84064,76049,55040,29024,470
入場料の額が
3,000円以上
の場合

54,78043,09031,03023,75019,34011,690
入場料を徴収
しない場合

土曜日・
日曜日・
休日

82,18064,64046,55035,63029,01017,540
入場料の額が
1,000円未満
の場合

109,59086,20062,08047,51038,69023,390

入場料の額が
1,000円以上
3,000円未満
の場合

136,980107,74077,59059,39048,35029,240
入場料の額が
3,000円以上
の場合
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全日午後・夜間午前・午後夜間午後午前

施設等区分
9：00～
22:00

13：00～
22：00

9：00～
17:00

18：00～
22：00

13：00～
17：00

9：00～
12:00

13,47010,6107,6305,8404,7702,860平日

リハーサル室

15,97012,6309,0606,9105,7203,340
土曜日・日曜日・
休日

6,7105,2903,8002,9102,3801,420平日

練習室(大)

7,9706,3104,5203,4502,8601,660
土曜日・日曜日・
休日

3,3202,6201,8801,4401,180700平日

練習室(小)

3,9703,1402,2501,7201,420830
土曜日・日曜日・
休日

3,5002,5502,2001,2501,2509501室

和室

7,0005,1004,4002,5002,5001,9002室

8,6506,3005,5003,1503,1502,350第1会議室

5,7704,2003,6702,1002,1001,570第2会議室

3,5302,5802,2401,2901,290950第3会議室

入場料を徴収しない場合(1日9時～19時につき)  10,730

ギャラリー

入場料を徴収する場合 (1日9時～19時につき) 26,840

5,3704,2303,0402,3301,9001,140楽屋(大)

3,3302,6301,8801,4501,180700楽屋(中)

2,3501,8501,3301020830500楽屋(小)

1日につき 7,090エントランスホール(1―1)

1日につき 8,810エントランスホール(1―2)

1日につき 5,5801階ロビー

入場料を徴収しない場合(1日につき) 45,370駐車場（文化センター利用者以外の者が利
用する場合）

入場料を徴収する場合 (1日につき) 113,430

2

（注）大・小ホール、ギャラリー以外の諸室を営利目的でご利用になる際は、通常の利用料金の
10割増しになります。


